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＜はじめに＞ 

  ホルムアルデヒド・揮発性有機化合物の実際の測定方法については、「学校環境衛生の基準」において検

査は、普通教室、音楽室、図工室、コンピュータ教室、体育館等必要と認める教室において、原則として次

の方法によっておこなうとされている。 
 

A) 採取は、授業を行う時間帯に行い、当該教室で授業が行われている場合は通常の授業時と同様

の状態で、当該教室に児童生徒がいない場合は窓等を閉めた状態で、机上の高さで行う。 
B) 採取時間は吸引方式では３０分間２回以上、拡散方式では８時間以上とする。 
C) 測定は、厚生労働省が室内空気中化学物質の濃度を測定するための標準的方法として示した、

次の、（ア）、（イ）によって行う。または（ア）及び（イ）と相関の高い方法によって行うこ

ともできる。 
(ア) ホルムアルデヒドは、ジニトロフェニルヒドラジン誘導体固相吸着／溶媒抽出法によっ

て採取し、高速液体クロマトグラフ法によって行う。 
(イ) 揮発性有機化合物は、固相吸着／溶媒抽出法、固相吸着／加熱脱着法、容器採取法の３

種の方法のいずれかを用いて採取し、ガスクロマトグラフィー－質量分析法（ＧＣ－Ｍ

Ｓ）によって行う。（その後ＧＣによる分析でも可とされた） 
 
   ここで、測定方法については、基準に示しているとおり 吸引方式及び拡散方式で行うこととし、拡散

（パッシブ）方式については、平成 14 年 5 月 21 日付け 14 ス学健第 8 号の基準の留意事項本文及び平成

14 年 5 月 27 日付け事務連絡において示した以下の方法のとおりとされました。 
       （１）測定バッジ  （２）パッシブサンプラー  （３）パッシブチューブ  
 
  測定時間については、８時間～２４時間放置して採取する。 
  測定場所の選択においてはそれぞれの教室の種別に応じて、日照が多いことやその他の理由から測定の対

象となる化学物質の濃度が相対的に高いと見込まれる場所（リスクの高い部屋）を選択する。 
  季節としては夏期、７月～９月が望ましい。 
  机上の高さということで、夏休み等（平日、職員は出校）、学校が休日であれば教室中央机上で三脚等を用

いることにより測定可能です。それ以外、平日授業がある時においては児童生徒がさわったりしないよう

に担任の机の上に置くか、つり下げる方法（大抵の普通教室では、ビデオ機器が担任の机の上方におかれている場

合が多いと思われ、これに引っかけてつるすとよい）が良いと思われます。 
なお、測定時間については拡散方式の場合、できれば２４時間が望ましいと思われます。一般の住宅にお

ける検査でも、２４時間放置が推奨されて行われているようです。 
 なお、検査事項については「学校環境衛生の基準」で、ホルムアルデヒド（夏期が望ましい）及びトルエ

ンについて行い、特に必要と認める場合は、キシレン及びパラジクロロベンゼンについても行うこととさ

れましたので、今回はホルムアルデヒドとトルエンについて考えることとしましたが、キシレン及びパラ

ジクロロベンゼンもトルエンと同様にパッシブサンプラーで同時に測定が可能で、ＧＣ－ＭＳ等の測定時

に別途標準ガスが必要となるだけで検査可能のため一度は測定した方が良いと思われます。。 
＜判定基準＞ 

  （１）ホルムアルデヒドは、１００μｇ／ｍ３（０．０８ｐｐｍ）以下であること。 
  （２）トルエンは、２６０μｇ／ｍ３（０．０７ｐｐｍ）以下であること。 
  （３）キシレンは、８７０μｇ／ｍ３（０．２０ｐｐｍ）以下であること。 
  （４）パラジクロロベンゼンは、２４０μｇ／ｍ３（０．０４ｐｐｍ）以下であること。 

   なお、基準には室内空気質の検査は定期環境検査として「毎学年１回定期に行う」とされていますが、 
検査の結果「著しく低濃度の場合は、次回からの測定は省略できる」とあります。このたび文部科学省の

見解により、検査結果が基準値の１／２以下であれば以後、新たに改築・改装をしなければ、翌年からの

検査を省略できるとされました（１／２以上の場合は省略できません）。ただ、「机・いす・コンピュータ等」

など、新たな学校用備品を搬入した場合には臨時環境衛生検査を行う対象となります。 
以下に検査の種類と実際の測定方法について述べます。 
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＜ 検査の種類 ＞ 
【定期環境衛生検査】  

普通教室・音楽室・図工室・コンピュータ教室・体育館など、健康上の配慮から必要と認める場所で、

それぞれ測定します。 
 

※ 測定の手順を図で表すと次の通りとなります。 
 
（１）３０分間以上換気 
↓ （教室等のすべての窓・ロッカーや物入れを含むすべての扉を開放）  

（２）５時間以上閉鎖 
↓ （屋外に面する窓と扉を閉鎖）  

（３）８～２４時間測定 
↓ （最低８時間は測定して下さい）  

（４）測定結果の濃度の分析 
↓ （個々の採取機器毎に定められた機関で分析）  

（５）分析結果の受領と指導助言 
 

授業が実施される時間帯を含んで、８～２４時間測定します。 
（例えば、小学校の教室で、８時３０分から１６時３０分まで測定します） 

２４時間測定する場合の時間帯は任意ですが、２４時間未満の測定の場合は 午後２～３時が測定

時間の中央になるように開始時刻・終了時刻を設定して下さい。 
（例えば、１４時３０分を中央として８時間測定する場合は１０時３０分から１８時３０分までになります） 

教室等では中央付近の机の上で測定をし、体育館等では中央付近の床から１．２～１．５ｍ（息を

する高さ）の高さのところで測定します。  
※ 測定場所ごとに、測定回数は１回で、複数回数の測定は不要です。 

 
【臨時環境衛生検査】  

新築・改築・改修等を行った場合や、机・いす・コンピュータ等新たな学校用備品の搬入等によりホ 
ルムアルデヒド等の発生のおそれのある場合に、それぞれの教室等で測定します。 
 

※ 測定の手順を図で表すと次の通りとなります。 
 

（１）３０分間以上換気 
↓ （教室等のすべての窓・ロッカーや物入れを含むすべての扉を開放）  

（２）５時間以上閉鎖 
↓ （屋外に面する窓と扉を閉鎖）  

（３）８～２４時間測定 
↓ （最低８時間は測定して下さい）  

（４）測定結果の濃度の分析 
↓ （個々の採取機器毎に定められた機関で分析）  

（５）分析結果の受領と指導助言 
 

２４時間測定する場合の時間帯は任意ですが、２４時間未満の測定の場合は 午後２～３時が測定

時間の中央になるように開始時刻・終了時刻を設定して下さい。 
（例えば、１４時３０分を中央として８時間測定する場合は１０時３０分から１８時３０分までになります）  

機器の設置場所は、教室等の中央付近で、床から１．２～１．５ｍ（息をする高さ）のところです。  
※ 測定場所ごとに、測定回数は１回で、複数回数の測定は不要です。 
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※※※ 測 定 方 法（生活科学センター）※※※ 
 

＜用意するもの＞ 

 
 DSD-DNPH サンプラー（ホルムアルデヒド用） 

    Lapel クリップ 
 ＶＯＣ－ＳＤパッシブガスサンプラー（トルエン・キシレン・パラジクロロベンゼン用） 

意 

    Lapel クリップ 
 

 ミニ三脚（理科室にある三脚、スタンドの使用も可能） 
 クーラーボックス（冷所保存のため） 
 （吊す場合はタコ糸、クリップ等を用意する） 

 
 
   ※※ 注 意 ※※ 
     今回生活科学センターでは DSD-DNPH サンプラー・ＶＯＣ－ＳＤパッシブガスサ

が、測定バッジＦ（前Ｆ－５０）・測定バッジＶ（前ＯＶ－９）等を用いての測定も

いますので購入先にご相談ください。） 
 
 

＜測定時間等＞ 

 
      ＡＭ ９：００ ～ ＡＭ ９：００（翌日） （２４時間測定の例

※ 夏休み等であれば児童生徒を気にせず閉め切った状態で測定可能と思

 
 

＜測定方法＞ 
 
① ＤＳＤ－ＤＮＰＨサンプラーとパッシブガスサンプラー（ＶＯＣ－ＳＤ）をク

ともに、Lapel クリップ２個・ミニ三脚・タコ糸、クリップ等を測定場所まで

   
 

 
     ＜アルミ製保存袋中のＤＳＤ－ＤＮＰＨサンプラー（右上）とＶＯＣ－ＳＤパッシブ
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・・・センターで用
意 
・・・自分で用
ンプラーを使用して測定します

可能です。（但し、検査機関が違

） 
われる。 

ーラーボックスに入れると

持っていく。 

 
ガスサンプラー（右下）＞ 



 
②測定現場においてＤＳＤ－ＤＮＰＨサンプラー、パッシブチューブをアルミ製袋より出す。 

 
                        ＜ 取り出した様子 ＞ 
 
③ ＤＳＤ－ＤＮＰＨサンプラーのセット方法 
 

 

 
 
   １．ＤＳＤ－ＤＮＰＨサンプラーをアルミ製袋より取り出す。 
 

２．暴露開始前に充填剤（黄色い粉）の入っているＤＳＤ－ＤＮＰＨサンプラーを保存容器から取り出

し、拡散フィルター部を下にしてＤＮＰＨ含浸シリカ（黄色い粉）を拡散フィルター内（白い部分）

に移行させる。なお、この白い部分には手をふれないようにする。 
 
   ３．Lapel クリップをサンプラーのキャップ部分に取り付ける。 
 

  
          ＜ＤＳＤ－ＤＮＰＨサンプラーの構造とＨＰＬＣ（高速液体クロマト）での測定＞ 
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④パッシブサンプラー（ＶＯＣ－ＳＤ）のセット方法 
 

   
 

    １．パッシブサンプラー（ＶＯＣ－ＳＤ）をアルミ製袋より取り出す。 
    ２．保管容器開封前に手袋をはめる。（ケガ予防のため） 
    ３．保存用容器（ガラス）を取り外す。拡散フィルター（白い部分）には手をふれないこと。 
    ４．捕集は拡散フィルター部を下にして、キャップ部を利用して Lapel クリップ等で固定する。 
 

  
＜パッシブサンプラーの構成図とＧＣ／ＭＳでの測定＞ 

 
⑤ ＤＳＤ－ＤＮＰＨサンプラーとパッシブサンプラー（ＶＯＣ－ＳＤ）のセット方法 

  
＜三脚等で机上にセットする場合＞ 

⑥ 机上の三脚へのセット 

      
種々のパッシブサンプラー・測定バッジ・パッシブチューブのセット例 

＜サンプラーはほぼ垂直になるようにセットする＞ 
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⑦ 教室内での測定 
 

   
＜三脚等を利用して教室中央の机上にて測定＞ 

 

   
＜テレビやスクリーン等を利用して机上の高さまで吊して測定＞ 

 
 
 
⑧ ビデオ機器取り付け台座よりつり下げた例 
 

   
＜ビデオ機器用台座、スクリーン等からつり下げた例＞ 

 
 
⑨ 以上の状態で８～２４時間暴露させる。 
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⑩ 暴露終了後、ＤＳＤ－ＤＮＰＨサンプラー、パッシブガスサンプラー（ＶＯＣ－ＳＤ）共にクリップをはず

して保存容器に入れ、さらにアルミ製保存袋で密封保存する。 
 

 
 
⑪ クーラーボックスに入れて持ち帰る。（冷所保存） 
 
 
⑫ 学校名・検査日時等を記入の上、センターにクール宅急便等で送る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
パッシブサンプリング法を使用した 室内空気質の実際の調査方法 

 
平成１５年 ５月１７日 

愛知県学校薬剤師会    情報委員会（担当 木全勝彦） 

 
 
 
 
＜ 参 考 １ ＞ 
 ※ パッシブサンプリング法における室温の影響について 
    パッシブサンプリング法は拡散原理を利用した簡易測定法であるため、一般に温度による影響を受け

やすく注意が必要です。つまり、地域・季節・時間等により室温に大きな差を生じることで、条件によ

ってはホルムアルデヒド等のパッシブ捕集量が異なる可能性が考えられます。 
    実際、国立公衆衛生院建築衛生学部が行った全国の住宅を対象とした実態調査で、１０～３０℃の温

度範囲で約０．０２μｇの捕集量の差がみられ、温度による拡散係数への影響により、１０℃と３０℃

では２０℃に比べて約６％前後の捕集量偏差がみられたことから、パッシブサンプリング法によるホル

ムアルデヒドのサンプリングを行う場合、１０～３０℃の室温範囲では約６％の定量誤差が、０～４

０℃では約１１％の定量誤差が生じるとされ、このことから、ＶＯＣとカルボニル物質のパッシブサン

プリング法による定量評価では物質により差はあるものの、室温による影響で約１０％の誤差を生じる

ことが確認されたと発表されています。 
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＜ 参 考 ２ ＞ 
 

ホルムアルデヒド・ＶＯＣパッシブ採取機器（サンプラー）一覧表 （学校用） 
 

  平成１５年４月７日、国土交通省住宅局住宅生産課より文部科学省学校教育課に対して以下のようなお知らせがありました。 
   室内空気対策研究会測定技術委員会において、パッシブ型の採取機器（サンプラー）の性能確認試験を行っているところ

ですが、今般、パラジクロロベンゼン等に係る採取機器の性能確認試験の結果を踏まえた評価が行われたこと等を受け、

採取機器の一覧表（学校用）を作成しましたので参考のためお知らせします。 
 

 
（※）  化学物質を暴露していない測定機器 
（※２）室内空気対策研究会測定技術分科会（主査：坊垣和明独立行政法人建築研究所研究調整官）におけるパッシブ型の

採取機器（サンプラー）の性能確認試験の結果を踏まえた評価（ホルムアルデヒドについては厚生労働省指針値と

同程度及びその１／２程度の濃度帯における２４時間採取の、トルエン及びキシレンについては厚生労働省指針値

と同程度及びその２倍程度の濃度帯における２４時間採取（ＶＯＣ－ＴＤについては２時間採取）の、パラジクロ

ロベンゼンについては厚生労働省指針値と同程度及びその２倍程度の濃度帯における２４時間採取及び８時間採

取のそれぞれの相関性の試験を実施） 
 

○：濃度との相関が良い（複数の濃度水準における測定値の平均が、厚生労働省の標準的方法による測定値の平均との

比較において、±２０％以内を確保） 
 

△：濃度との相関がやや悪い（同条件で、＋２０％を超え又は－２０％を下回る） 
 

なお、当一覧表は、「試験の結果による評価」の欄を除き、原則として各機器の販売メーカーの製品カタログ及びヒア

リングに基づき作成した。 
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